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はじめに

富山県支部の創始者で前支部長の特定医療法人財団
博仁会横田病院前理事長の横田力先生に指名され，平
成 25 年春から支部長を務めております医療法人社団
睦心会あさなぎ病院の黒田昌宏です．

平成 27 年 3 月 14 日，北陸新幹線長野-金沢駅間開
業により富山-東京間が最速 2 時間 8 分で結ばれ，輸
送能力も 600 万から約 3 倍に増加，北陸最大の観光地
である金沢だけでなく，その手前の富山県にも来県者
が増加しています．

富山県は四方を山と海で囲まれ自然が豊かなところ
であり，有名な観光地，例えば立山黒部アルペンルー
ト，八尾おわら風の盆，国宝瑞龍寺，世界遺産五箇山
合掌造り集落などは，富山市を中心に半径 50 km 位に
まとまって存在し，周りやすい地形です．また天然の
生け簀（いけす）と言われる富山湾の海の幸である氷

見ブリ，白えび，ホタルイカ，そして名水の産地でも
あり，日本酒の立山，勝駒，満寿泉など有名どころも
沢山あります．ご興味のある方には，是非，富山県ヘ
来て見て，味わい楽しんでいただければ幸いです．

1　富山県の人口および人工透析患者数

富山県の総人口は 1,052,291 人（平成 29 年 6 月 1 日
現在，富山県人口移動調査）であり，平成 10 年の 113

万人をピークに減少し続けていますが，その 65 歳以
上人口は平成 27 年で 323,895 人，30.6％ で毎年増え
続けています．透析患者数は 2,506 人（平成 27 年末）
と，平成 17 年の 2,014 人に比べますとこの間毎年約
50 人ずつ増えている計算になります．一方，透析施設
数は 43（平成 28 年末）で，少なくともこの 10 年は
ほぼ横ばいであり，そして日本透析医会会員数は 6 人

（施設または個人）で平成 20 年の 10 人から減少して
おります．

2　富山県における二つの透析医会

前支部長からの申し送りでは，その活動内容は毎年
4 月開催の日本透析医会富山県支部講演会（表 1）を
続ければよろしいとのことでした．この講演会という
のは透析治療に関する学術的なものが主体で，それま
で 22 回を重ね，当時，富山県立中央病院飯田博行先
生と富山市立富山市民病院石田陽一先生が特別講演と
一般演題の座長をお務め下さり，現在まで協和発酵キ
リン株式会社との共催で行われてきました．また日本
透析医会の一員として，以前より日本透析医会の透析
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医療費実態調査（レセプト分析調査）に参加させてい
ただき，またできる限り日本透析医会総会やその研修
セミナー出席を心がけております．そして支部長就任
後は，透析医学会時に毎年定期的に行われる支部長会
と透析保険審査委員懇談会の末席を汚しております．

一方，富山県には当医会とは別に富山県透析医会が
存在します．平成 17 年 9 月の富山県議会で，富山県
腎友会からの災害時の透析施設確保の請願書に則り関
係議員が質問したことから，当時すでに富山県立中央
病院院長で腎臓内科医の飯田先生が中心となり，平成
18 年 4 月 23 日に設立総会を経て正式に立ち上げられ
ました．その趣旨は，それまで当県には災害対策など
透析施設運営の直接の関りを語る場がなかったこと，
また行政とのパイプがないと非常時の水道や電力の確
実な供給体制等の情報確保に問題があること，そして
マスメディアとの関係を強固にすること，などの観点
から富山県医師会の下部組織となるのがベストという
ことで，県医師会の中の “富山県透析医会” とされま
した．

現在（会長：富山市民病院院長石田陽一先生），富
山県内のほぼ全施設がこの会に属し，活動内容は主に
大規模災害が中心で，実際には毎年 9 月 1 日に日本透
析医会災害情報ネットワークの災害情報伝達訓練への
参加，毎年 3 月に主に災害に関する講演会（例えば平
成 29 年 3 月開催，演題名 “透析施設の災害対策～今，
あらためて考える～”，講師は赤塚クリニックの赤塚
東司雄先生），さらには，県を富山地区，新川地区，
呉西地区（高岡地区＋砺波地区）の 3 地区に割け，各
地区での年 1 回程度の勉強会などが行われております．
そして会長は，年 1 回の富山県腎友会との懇談や同会

定期大会への出席を務めておられます．
小生は飯田先生にご指名いただき，この会の設立準

備委員会から参加させていただいております．また，
この会の理事数は 11 名で，その中で小生を含む 2 名
だけが民間医療機関所属であり，そのほとんどが公的
病院（各地域の中核病院）の管理者またはそれに準ず
る医師で，いざという時に備えてこのネットワークが
より強固なものになるよう年 4 回の理事会も開催して
おります．

3　富山県支部の役割を考える

前支部長から “この会は黒田寛先生（小生の父，故
人）と共に立ち上げた会であり，自分は高齢で身体が
限界なので代わりをするように” と，そして飯田先生

（前述）には “この会は開業医が中心の会だから引き
受けなさい” と言われ覚悟を決めました．とは言え，
これまでは新たなことを実行することもなく，表 1 に
あるように既存のことをなんとか続けておりました．
県内透析施設間の協力が不可欠な災害時連絡訓練など
は富山県透析医会が中心になり行われており，日本透
析医会富山県支部の存在意義は希薄にも思われますが
“必ずあるはず” と考えてはおりました．しかし，その
ことへの小生の理解が不十分なため，富山県内の日本
透析医会会員数が減少したものと反省し（この原稿を
依頼され，事務局に会員数と施設を問い合わせるまで
何も知りませんでした），これを機に富山県支部の役
割をよく考えてみました．

富山県腎友会会報誌である “会報とみじん” による
平成 29 年 4 月 1 日現在の数字から，富山県内で人工
透析療法を行う医療機関での透析患者数は，民間医療

表 1　富山県透析医会講演会（特別講演演題）

開　催 演題名 講演者（敬称略）

第 23 回
平成 25 年 4 月

慢性透析の現状と展望 金沢大学附属病院感染対策室　特任助教 岩田恭宜

第 24 回
平成 26 年 4 月

腎性貧血の診断と治療
　―KDlGO ガイドラインと日本の立ち位置―

東邦大学医学部腎臓学講座人工透析室　教授 酒井　謙

慢性腎臓病重症化の予防と今後の課題 筑波大学医学医療系腎臓内科学　教授 山縣邦弘

第 25 回
平成 27 年 4 月

透析施設を取り巻く，医療情勢について
日本透析医会常務理事
特定医療法人仁真会白鷺病院　理事長

山川智之

第 26 回
平成 28 年 4 月

慢性透析療法の現況と最近の話題
　～将来推計，認知症罹患率など～

藤田保健衛生大学医療科学部臨床工学科　教授 中井　滋

第 27 回
平成 29 年 4 月

認知症透析患者の理解と具体的対応 埼玉医科大学かわごえクリニックメンタルヘルス科 堀川直史
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機関では公的病院での患者数を明らかに上回っており，
人口密度の比較的高い富山地区と高岡地区の合計では
その比がおよそ 3：1 であります．このように，患者
数のより多い民間施設において，患者に適正な最善の
医療を提供することに努力するのは当然のことであり
ます．

公的病院での透析は主に，導入時および入院の必要
な急性疾患や手術時など一時的なものが多く，患者の
病状が安定するとその居住地または仕事場の近隣施設
へ紹介されることになります．今のところ，人口減少
や医学の進歩にもかかわらず，高齢化によるものか透
析患者数は増加し続けております．いろいろな制約が
あるにせよ，来院する患者には必要とされる充分な医
療を提供できるよう，日頃から準備をしなければなり
ません．しかし，その準備と言っても，医師自身の自
己研鎖，スタッフ教育，感染症対策，医療安全などあ
げるときりがなく，これらを充分に行うには時間や人
手がまったく足りない状況です．

そのために日本透析医会からの最新かつコンセンサ
スの得られたまとまった価値のある情報（総会，研修
セミナー，日本透析医会雑誌，透析保険審査委員懇談

会などから）を最大限利用するのがベストであり，こ
の有意義な情報を横のつながりの強い富山県透析医会
のパイプも使いながら，いかに必要とする医療機関に
伝え利用していただくようにするかを考え実行するこ
とが，現時点で考えられる最も当支部の重要な役割で
はないかと確信しました．

最後に

慢性腎臓病では，心腎関連だけでなく，肺腎関連，
腸腎関連，脳腎関連などという概念が明らかになり，
その最たる透析患者では高齢化や長期化も重なり，そ
の病態は複雑化しております．また認知症，サルコペ
ニア，フレイルなど介護の視点も必要になります．さ
らには社会保障費の増大から，限られた財源の中で医
療介護のコスト削減や合理化が求められ，日々透析医
療を行うにあたり，学問的な面だけでなく，介護の面，
そしてコストの視点も必要になります．これらの問題
に的確に対応するためには，日本透析医会への参加が
自分にとっても施設にとってもプラスになることが
多々あり，今後は県内の会員数が少しでも増えるよう
情報提供を行っていく所存であります．
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本稿では，前号で報告後，平成 29 年 7 月 28 日，9 月 22 日，10 月 27 日に開催された計 3 回の常

任理事会の内容のうち主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主な活動についてご報告し

ます．

1. 2018 年度診療報酬改定対応について

本稿では 2017 年 11 月上旬までの当会の動きとして報告させて頂きます．
2018 年度の診療報酬改定については，介護報酬との同時改定となり，医療と介護の大幅な一体

改革がなされる方針の中で，透析医療が今回の改定で狙い撃ちされるのではないか，という情報が

かなり早い段階で伝わってきました．
上記の状況も踏まえ，例年よりかなり早い段階の 4 月 24 日に厚生労働省保険局医療課を訪問，

質を担保しない不適切な診療報酬削減は，悪貨が良貨を駆逐することになりかねないことなどを説

明，専門家の関与の必要性を訴えました．
またこの時点で，厚生労働省より日本透析医学会に透析医療の実態調査に対する協力の強い要請

があり，医学会がその要請を受けたことで当会も検討の結果，調査に協力することになり，調査は

10 月に実施されました．調査の内容については，経費等の実態を調査結果が正しく反映しない可

能性があると考えられたため，厚生労働省の担当者に対しては，診療報酬改定作業において，透析

医療の実態を正しく把握し適切に対応いただくよう要望するとともに，10 月 18 日には中医協委員

である日本医師会の松本純一常任理事に面会し，実態調査の問題点について説明，一定の理解をい

ただきました．
10 月 26 日の経済財政諮問会議において，有識者議員から「社会保障改革の推進に向けて」とい

う文書が提出され，入院透析患者で 4 時間以上 5 時間未満の透析を受けている患者数は，都道府県

別の年齢と人口で補正後約 4.5 倍の差がある，との資料が示されました．
厚生労働省は，透析医療に地域差があるとのこの指摘を受け，「国民皆保険を堅持するため，効

率化・適正化を図る」具体的方向性の中に透析医療の適正化を明示しました．一部のメディアはこ

の経済財政諮問会議の動きを「過剰な透析が行われていることから厚生労働省が透析診療報酬を見

直す方針」と報道しました．
しかしながら，この会議の資料で示された透析医療の地域差は，地域の透析患者数，入院患者比

日本透析医会常務理事
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率，治療法などの影響を大きく受けたものであり，これをもとに地域によって過剰な透析が行われ

ていると結論づけるのは明らかな誤りであります．この資料の問題点については厚生労働省担当者

に注意を促しました．
以上，日本透析医会としての次回診療報酬改定に対する 11 月上旬までの動きの概要をご報告さ

せて頂きました．今回の改定は，2002 年以来の厳しい改定となる可能性が高く，未だかつてない

危機感を持って対応しておりますが，透析医療費削減は官邸サイドの意向という情報もあり，厚生

労働省の担当者レベルには，透析医療の現状について理解していただくことはできても，大きな政

治的圧力に対抗できていない実情があります．
本会としては，日本の透析医療の質を守るため今後も最大限の努力をしていく所存です．会員各

位のご理解，ご支援を引き続きよろしくお願い申し上げます．

2. 日本透析医会創立 30 周年記念講演会，記念祝賀会開催および研修セミナーについて

日本透析医会創立 30 周年記念講演会および祝賀会を 10 月 21 日に東京・経団連会館にて開催さ

せて頂きました．日本透析医会のこれまでのあゆみを今後の展望も含め講演会ではご報告させて頂

きました．厚生労働省，日本医師会，関連学会等から多数のご参加を頂き書面ではありますが深く

感謝申し上げます．
例年，地方で開催しておりました秋の研修セミナーは本年度は開催しませんでしたが，来年以降

は例年通りの開催を予定しております．来春は 5 月 20 日（日）に東京で総会と同時開催，秋は 11

月 11 日（日）に仙台での開催を予定しております．

3. 大平整爾先生の御逝去に伴う人事について

すでにご存じの通り，当会理事を長らく務められた大平整爾先生が 9 月 5 日御逝去されました．
誠に残念でなりません．大平先生が務められていた当会研修委員会委員長については，鈴木正司先

生に委員長を委嘱いたしました．

4. Web 会議システムの稼働について

今年度，Web 会議システムを導入，試験的に運用を行っていましたが，本格運用の目処がつき

ましたので常任理事会に Web 会議を正式に導入することになりました．状況を見て委員会等にも

導入を進めていく方針です．これにより会議コストの削減，出席者の負担の軽減が期待できます．

5. 日本透析医会雑誌のホームページ（HP）掲載

日本透析医会雑誌については，手前味噌ではありますが，内容については評価して頂いているに

もかかわらず，会員でないと読むことができない，という声が多くあり，検討の結果，過去 3 年よ

り前のものについては，HP に公開することになりました．1985 年発刊の創刊号以後，2014 年発

刊の号までは HP の PDF ファイルとして誰でも読むことができるようになりました（2017 年 11

月現在）．過去 3 年以内発刊のものについてはこれまで通り会員のみ閲覧可としております．透析

医療の歴史の一つの資料としてご活用頂ければ幸いです．
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第 16 回　日本フットケア学会年次学術集会
 開催日：平成 30 年 2 月 9 日（金）～2 月 11 日（日）
 会　長：上村哲司（佐賀大学医学部形成外科）
 会　場：福岡国際会議場（福岡県福岡市）
 連絡先：事務局
  佐賀大学医学部形成外科
  事務局長　安田聖人
  〒849-8501
  佐賀市鍋島町 5 丁目 1-1
  URL　http://16th-footcare.jp/

第 51 回　日本臨床腎移植学会
 開催日：平成 30 年 2 月 14 日（水）～2 月 16 日（金）
 学会長：西　慎一（神戸大学大学院医学研究科　腎 
  臓・免疫内科学分野）
 会　場：神戸ファッションマート（兵庫県神戸市）
 連絡先：大会事務局
  神戸大学大学院医学研究科 腎臓・免疫内科学 
  分野
  〒650-0017
  兵庫県神戸市中央区楠町 7-5-1
  TEL　078-382-6500
  URL　http://www2.convention.co.jp/51jscrt/

第 28 回　腎と妊娠研究会
 開催日：平成 30 年 3 月 3 日（土）
 会　長：山崎峰夫（パルモア病院）
 会　場：兵庫県医師会館（兵庫県神戸市）

第 2 回　日本 CKD-MBD 研究会 学術集会・総会
 開催日：平成 30 年 3 月 3 日（土）
 会　長：安藤亮一（武蔵野赤十字病院）
 会　場：ステーションコンファレンス東京
  （東京都千代田区）
 連絡先：運営準備室
  日本コンベンションサービス（株）メディカ 
  ル部
  〒100-0013
  東京都千代田区霞が関 1-4-2
  大同生命霞が関ビル 14F
  E-mail　ckdmbd@convention.co.jp
  URL　http://ckdmbd.jp/meeting/index2.html

第 23 回　バスキュラーアクセスインターベンシ
ョン治療研究会
 開催日：平成 30 年 3 月 3 日（土）
 代表者：天野　泉（名古屋バスキュラーアクセス天野 
  記念診療所）
 会　場：都市センターホテル（東京都千代田区）
 連絡先：事務局
  名古屋バスキュラーアクセス天野記念診療所
  〒453-0015
  名古屋市中村区椿町 14 番 13 号
  ウエストポイント 1413 ビル 3 階
  TEL　052-459-2130　　FAX　052-459-2131
  E-mail　info@vaivt.com
  URL　http://www.vaivt.com/

第 90 回　大阪透析研究会
 開催日：平成 30 年 3 月 4 日（日）
 代表者：猪阪善隆（大阪大学大学院医学系研究科）
 会　場：大阪国際会議場（大阪府大阪市）
 連絡先：事務局
  大阪市立大学医学部泌尿器科学教室内
  〒545-8585
  大阪府大阪市阿倍野区旭町 1 丁目 4-3
  TEL　06-6645-3858　　FAX　06-6647-4426
  URL　https://center6.umin.ac.jp/gakkai/gak 
  　　　kai/2017/A02034.htm
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The 23rd International Conference on Advances in 
Critical Care Nephrology（AKI & CRRT 2018）
 開催日：平成 30 年 3 月 6 日（火）～3 月 9 日（金）
 会　場：Manchester Grand Hyatt（San Diego, USA）
 連絡先：
  URL　http://crrtonline.com/crrtconference/

第 33 回　日本ハイパフォーマンス・メンブレン
研究会
 開催日：平成 30 年 3 月 10（土）～3 月 11 日（日）
 大会長：水口　潤（社会医療法人川島会川島病院）
 会　場：ニッショーホール（東京都港区）
 連絡先：日本ハイパフォーマンス・メンブレン研究会 
  事務局
  社会医療法人川島会 川島病院内
  〒770-8548
  徳島市北佐古 1 番町 1-39
  TEL　088-631-0782　　FAX　088-612-8326
  E-mail　information@hpm-net.jp
  URL　http://www.hpm-net.jp/

第 34 回　日本医工学治療学会学術大会
 開催日：平成 30 年 3 月 16 日（金）～3 月 18 日（日）
 大会長：中元秀友（埼玉医科大学総合診療内科）
 会　場：大宮ソニックシティ（埼玉県さいたま市）
 連絡先：運営事務局
  株式会社コングレ
  〒102-8481
  東京都千代田区麹町 5-1　弘済会館 6 階
  TEL　03-5216-5318　　FAX　03-5216-5552
  E-mail　jste2018@congre.co.jp
  URL　http://www.assiste-j.net/jste34/

第 8 回　日本腎臓リハビリテーション学会学術
集会
 開催日：平成 30 年 3 月 17 日（土）～3 月 18 日（日）
 会　長：上月正博（東北大学大学院医学系研究科 内部 
  障害学分野）
 会　場：仙台国際センター（宮城県仙台市）
 連絡先：総会事務局
  東北大学大学院医学系研究科 内部障害学分野
  〒980-8574
  宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1
  URL　http://www2.convention.co.jp/jsrr2018/

第 115 回　日本内科学会総会・講演会
 開催日：平成 30 年 4 月 13 日（金）～4 月 15 日（日）
 主宰会長：河野修興（広島都市学園大学・広島大学）
 会　場：京都市勧業館（みやこめっせ）/ロームシアタ 
  ー，他（京都府京都市）
 連絡先：日本内科学会事務局
  〒113-8433
  東京都文京区本郷 3-28-8　日内会館
  TEL　03-3813-5991　　FAX　03-3818-1556
  E-mail　naika@naika.or.jp
  URL　http://www.naika.or.jp/meeting/115- 
  　　　info/

第 106 回　日本泌尿器科学会総会
 開催日：平成 30 年 4 月 19 日（木）～4 月 22 日（日）
 会　長：小川　修
  （京都大学医学研究科 泌尿器科学教室）
 会　場：国立京都国際会館/グランドプリンスホテル 
  京都（京都府京都市）
 連絡先：総会事務局
  京都大学医学研究科 泌尿器科学教室
  〒606-8507
  京都市左京区聖護院川原町 54
  TEL　075-751-3325　　FAX　075-751-3441
  URL　http://www2.convention.co.jp/jua2018/
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第 45 回　日本血液浄化技術学会学術大会・総会
 開催日：平成 30 年 4 月 20 日（金）～4 月 22 日（日）
 大会長：長尾尋智（メディカルサテライト岩倉）
 会　場：名古屋国際会議場（愛知県名古屋市）
 連絡先：学会事務局
  小牧市民病院臨床工学科内　
  事務局長　神戸幸司
  〒485-8520
  愛知県小牧市常普請 1-20
  TEL　0568-76-4131　　FAX　0568-76-4145
  E-mail　jstb45th@jyouka.com
  URL　http://www.jyouka.com/jstb45/
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１. 本誌は（公社）日本透析医会の機関誌として年 3 回以上

発行する．

２. 執筆者は当会の会員とする．ただし，当会々員以外の

者であっても会誌編集委員会の承認を得た場合にはこの

限りでない．

３. 本誌の内容は総説，特集，原著，Letter to the Editor，

その他とする．

４. 著作権の保護

  執筆者は，本誌に掲載する著作物に関する一切の権利

を，（公社）日本透析医会に譲渡する．

５. 原稿は

　　〒101-0041

　　東京都千代田区神田須田町 1-15-2 淡路建物ビル 2F

　　　　　　（公社）日本透析医会事務局

　　に，原本 1 部，コピー 2 部及び原稿データ（図表含む）

を収録した電子記憶媒体を簡易書留便で郵送する．もしく

は，電子投稿（電子メール：info@touseki-ikai.or.jp）する．

６. 掲載原稿の採否及び順位は会誌編集委員会で決定する．

７. 編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著

者に訂正を求めることがある．

８. 校正は初校のみ著者が行い，誤植の訂正程度にとどめ，

頁数の変更（増減），図版の移動をしない．再校以後は会

誌編集委員会において行う．

９. 原則として掲載料は無料とする．別刷は 30 部までは無

料とし，それを超える分は著者の実費負担とする．

10. 掲載原稿（図表などを含む）は原則として返還しない．

11. 原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない

場合は著者に修正を求める．

⑴　原稿の長さは，その都度会誌編集委員会で決定する．

⑵　原稿は邦文とし，横書き，口語体，平仮名，当用漢字，

現代仮名使いを使用する．

①　原著は要旨，緒言，対象・方法，結果，考察，結語，

文献の形式とする．

②　総説，特集については最初に要旨を記載する．

③　いずれの場合も簡略化題名及び 5 語以内のキーワ

ードを記載する．

④　原著，学術論文には題名，著者名，所属に英文を

併記する．

⑶　図はレタリングしたものとする．邦文の標題を図は

下方に，表は上方につける．写真は図とする．カラー

写真の印刷にかかる費用は原則として著者の実費負担

とする．

⑷　図表の引用の場合は，著者が出版社の承諾を得てそ

の出典を明らかにする．

⑸　図表の挿入箇所は原稿用紙の右欄外に朱書する．

⑹　外国人名，地名，薬品名は原語またはカタカナを用い，

明瞭な活字体とする．

⑺　度量衡は CGS 単位とし，km，mm，ℓ，㎗，㎖，kg，g，

mg，mEq/ℓ，mg/㎗ などを用い，数字は算用数字（1，2，

3 など）を用いる．

⑻　学会に既に発表している場合には，その旨を末尾に

記載する．

⑼　引用文献数は 30 以内とし，本文の引用箇所に順次番

号を付し，本文の末尾に一括して，次の形式に従い引

用順に記載する．

①　書籍は，著者名（3 名までは全員記載，4 名以上の

時は 3 名まで記載し，以下は，「他」，または「et al.」

として省略する．）著者名：論文名．編者名．書籍名．

所在地：出版社名，発行年（西暦）； 頁（始頁-終頁）の

順に記載する．

　（例）　浅野　泰：透析低血圧の病因．長澤俊彦，河

辺香月，伊藤克己，他編．Annual Review 腎臓 1998．

東京：中外医学社，1998； 148-153．

②　雑誌は，著者名（3 名までは全員記載，4 名以上の

時は 3 名まで記載し，以下は，「他」，または「et al.」

として省略する．）著者名：論文名．雑誌名　発行年

（西暦）； 巻：頁（始頁-終頁）の順に記載する．

　（例）　Manto A, Cotroneo P, Marra G, et al. : Effect of 

intensive treatment on diabetic nephropathy in patients 

with type I diabetes. Kidney Int 1995;  47 : 231-233.

　　雑誌名は略名で（外国雑誌は World Medical Periodi-

cals，邦文雑誌は日本医学雑誌略号表を用いて）記載

する．但し種々の学会の「予稿集」は，引用文献と

しては認められない．（抄録が学会誌の一部として公

表されている場合は可）

③　インターネット上の資料は，著者名等「タイトル」

URL（アクセス日時）の順に記載する．

　（例）　厚生労働省「医薬品の薬価収載等について」

日本透析医会雑誌執筆規定
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http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0114-7a.

pdf（2009/2/12）

12. 研究倫理

⑴　臨床研究の場合は，世界医師会によるヘルシンキ宣

言を基礎とし，「人を対象とする医学系研究に関する倫

理指針」等，文部科学省・厚生労働省の倫理指針に準

拠していることを原則とする．また施設の倫理委員会

より承認を得ていることを論文中に明記する．

⑵　動物実験の場合は，施設のガイドラインに準拠し承

認を得ていることを論文中に明記する．

⑶　診療報酬制度で認められていない治療法を用いた臨

床研究についてはその旨及び患者の同意を書面により

得たことを論文中に明記する．

13. 利益相反

  著者は論文の研究について利益相反状況を開示しなく

てはならない．自己申告による COI 報告書（別紙 1）を

提出する．
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自己申告による COI報告書 
 

著 者 名：  

 

論文題名： 

 

（前年１年間（１月１日～12月 31 日）の利益相反状態を記載） 

（本COI申告書は申告日より3年間保管されます） 

 

（申告日）       年    月    日 

 

 

申告者 （署名）                             ○印  

ご署名欄は直筆でお願い致します        

項  目 
該当の 

状況 
有であれば、著者名：企業名などの記載 

①役員、顧問等の報酬額  
 １つの企業・団体から年間 100万円以上 

有 ・ 無  

②株式の利益 
 １つの企業から年間 100万円以上、あるいは当該株式の 5%以上保有 

有 ・ 無 

 

③特許使用料 
 1つにつき年間 100万円以上 

有 ・ 無 

 

④講演料 
 1つの企業・団体からの年間合計 50万円以上 

有 ・ 無 

 

⑤原稿料 
 1つの企業・団体からの年間合計 50万円以上 

有 ・ 無 

 

⑥研究費・助成金などの総額 
1つの企業・団体からの研究経費を共有する所属部局（講座、分野あるい

は研究室など）に支払われた年間総額が 200万円以上 

有 ・ 無 

 

⑦奨学（奨励）寄付金など総額 
1 つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局 （講座、分野あ

るいは研究室など）に支払われた年間総額が 200万円以上 
有 ・ 無 

 

⑧企業などが提供する寄附講座 
（企業などからの寄附講座に所属している場合に記載） 

有 ・ 無 

 

⑨研究、著作等とは無関係な旅費、贈答品などの受領 
1つの企業・団体からの年間 5万円以上  

有 ・ 無 

 

別 紙 １ 

※ 必ず封筒に「自己申告による COI 報告書在中」とご記入の上、「親展」でお送りください。 

※ 必ず封筒に著者名（差出人名）を明記してください。 
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今回，日本透析医会研修セミナー「透析医療における Current Topics 2017（東京開催）」での講
演を特集しました．特集では高齢透析患者に関して，認知機能障害，栄養と運動，高齢患者とのコ
ミュニケーション，高齢患者に適した透析療法，ADL と QOL についてエキスパートに関する講演
内容を論文化していただきました．ADL と QOL については大平整爾先生にご講演いただきました
が，その大平整爾先生の追悼文を掲載することは会誌編集委員会の一員として大変辛いです．謹ん
でご冥福をお祈りいたします．

そのほかの掲載論文は医療制度・医療経済 4 編，医療安全対策 2 編，実態調査 1 編，臨床と研究
5 編，公募研究助成報告書 5 編，支部での特別講演 5 編です．改正個人情報保護法の臨床研究への
影響や「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン」改定に伴う感染症
対策の実態調査，サルコペニアなど最近気になる話題も盛りだくさんです．

エッセイでは透析医のひとりごと 4 編と神田秘帖が掲載されていますが，楽しみにされている会
員も多いのではないかと思います．

平成 30 年に診療報酬改定を控え，予想される診療報酬削減が透析医療に与える悪影響が心配さ
れますが，この点については土谷先生が巻頭言で概説されています．平成 29 年も残りわずかです
が，皆様健康にご留意いただき，来るべき激動の平成 30 年に備えていただきたいと思います．

会誌編集委員　篠 田 俊 雄　

編 集 後 記
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